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会 議 録 

令和７年度 

第２回 焼津市子ども・子育て会議 

日時 令和８年３月３日(火)10時 00分～11時 15分 

場所 焼津市役所本庁舎会議室７Ａ 

議 題 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定について 

（２）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

（３）焼津市立大井川西幼稚園預かり保育について 

（４）焼津市こども・若者スマイルプラン（焼津市こども計画）見直しの方針につい 

   て 

出席者 

 

委員 

12人 

（委員氏名） 

永田 恵実子 

羽山 和美 

村松 幹子 

今村 均 

鈴木 正志 

落合 友矢 

小林 功典 

小林 愛奈 

岩ヶ谷 江理 

火物 雄毅 

山口 純伸 

大石 哲也 

（所属団体名・役職等） 

静岡福祉大学 子ども学科 教授 

焼津市校長会 大井川東小学校 校長 

焼津市保育園協会 会長 

焼津市私立幼稚園協会 会長 

焼津市社会福祉協議会大井川支所 所長 

焼津市保育園保護者会連合会 会長 

焼津市私立幼稚園 PTA連絡協議会 会長 

焼津市立幼稚園 PTA 会長 

放課後児童クラブほしのこクラブ 保護者代表 

焼津商工会議所青年部 副会長 

志太地区労働者福祉協議会静岡県教職員組合志太支部 支部長 

焼津公共職業安定所 所長 

事務局 

15人 

（事務局氏名） 

村松 久美 

堀内 千穂 

山梨 のぞみ 

一ノ瀬 いずみ 

吉田 恵理香 

奥川 貴大 

鈴木 和希 

田中 りりか 

青島 庸行 

渥美 鑑司 

尾村 哲哉 

谷澤 富美子 

植村 和広 

荒井 健 

下村 千鶴子 

（所属・職名） 

こども未来部 部長 

こども未来部 次長 兼 こども相談課長 

こども未来部 子育て支援課 課長 

こども未来部 子育て支援課 総務担当 主幹 

こども未来部 子育て支援課 子育て政策担当 係長 

こども未来部 子育て支援課 子育て政策担当 主任主査 

こども未来部 子育て支援課 子育て政策担当 主任主事 

こども未来部 子育て支援課 子育て政策担当 主事 

こども未来部 保育・幼稚園課 課長 

こども未来部 保育・幼稚園課 主席指導主事 

こども未来部 保育・幼稚園課 保育・幼稚園担当 係長 

学校福祉部 家庭支援課 課長 

学校福祉部 家庭支援課 放課後支援担当 係長 

学校福祉部 子ども支援課 課長 

学校福祉部 子ども支援課 青少年教育相談センター 所長 
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欠席者 

３人 

星野 真寿美 

前川 菜美 

草譯 明日美 

焼津市 PTA連絡協議会 家庭教育委員長 

静岡福祉大学 学生 

静岡福祉大学 学生 

 

１ 開会 

２ 焼津市こども未来部長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 議事 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定について 

（２）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

（３）焼津市立大井川西幼稚園預かり保育について 

（４）焼津市こども・若者スマイルプラン（焼津市こども計画）見直しの方針について 

５ その他 

（１）焼津市立静浜幼稚園下藤分園報告について 

（２）豊田地域子育て支援センター名称について 

 

６ 閉会 

 

 

【永田議長】 

 本日の案件は４件です。まず、議事（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に

ついてです。事務局、説明をお願いします。 

 

【事務局 保育・幼稚園課 尾村係長】 

  保育幼稚園課の尾村です。議事（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定につい

て、ご説明させていただきます。 

 

まず、資料１をご覧ください。「特定教育・保育施設の利用定員について」で、ござ

いますが、１、２の部分、子ども・子育て支援法では、給付の実施主体である市が、

認可を受けた教育・保育施設の設置者、事業者からの申請に基づきまして、給付認定

区分ごとの利用定員を定めた上で、給付の対象となることを確認し、給付費として支

払うということになっております。これに伴いまして、新たに市が給付の対象として、

施設、事業を確認する際には、子ども・子育て会議において、意見を聴くこととされ

ておりますので、今回、議題に上げさせていただいているものでございます。 

また、３の部分ですが、定員には「認可定員」と「利用定員」がございます。「認可

定員」は、教育・保育施設等の、設置の際に、認可を受けた定員になります。基本的

には、「認可定員」と「利用定員」は「同じ」ということが前提になりますが、子ども

の受け入れや、給付費の支給は、認可定員ではなく、利用定員に基づいて行われます

ので、地域の需要等を踏まえて、認可定員を超えない範囲内で、利用定員の設定を行

う必要があるということでございます。 
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以上を踏まえまして４の部分、利用定員を設定する施設をご覧ください。 

まずは、利用定員の設定を変更する地域型保育事業所です。 

 

施設名「あいキッズランド焼津西園」、施設の位置は「焼津市塩津 201番地の 23」。

設置者名は「あいキッズランド株式会社 代表取締役 小澤澄子様」。事業の種類は

「地域型保育事業」。現在の認可定員は 15人。令和８年４月から施設の移転を予定し

ていますが、移転に伴い施設の規模が大きくなることから、定員数の変更を予定して

おり、これまで利用定員 15人だったところを、19人に変更する予定です。施設の場

所は北部区域となりますが、量の見込みに対して 0歳児の受入確保数が不足している

ため、利用定員数の増加は必要であると考えております。 

 

続いて、来年度から市が新たに子ども・子育て支援法による給付の対象となるよう

に申請のあった、「まどか幼稚園」と「すみれ台幼稚園」になります。施設名「まどか

幼稚園」。施設の位置は「焼津市田尻北１２２３番地の２」。設置者名は「学校法人ま

どか学園 理事長 橋ケ谷斎様」。事業の種類は「幼稚園」。認可定員は 310人。今回

ご意見を伺う「利用定員（案）は 120人で、内訳は満 3歳児から 5歳児まで 120人」、

その他記載のとおりであります。 

 

続いて、施設名「すみれ台幼稚園」。施設の位置は「焼津市すみれ台 1丁目 25番１

号」。設置者名は「学校法人まどか学園 理事長 橋ケ谷斎様」。事業の種類は「幼稚

園」。認可定員は 85人。今回、ご意見を伺う「利用定員（案）は 20人で、内訳は 3歳

児から 5歳児まで 20人」、その他記載のとおりであります。 

 

「まどか幼稚園」「すみれ台幼稚園」の園児数の推移についてですが、焼津市全体

の未就学児人口は、10年前と比べて約 25％程度減少している状況にあります。 

「まどか幼稚園」については、来年度の園児数 100人程度を予定しており、近年の

園児数も 120 人を超えていないことから、利用定員（案）のとおり 120 人で確認し、

利用定員を定めたいと考えております。 

「すみれ台幼稚園」については、来年度の園児数は 17 人を予定しており、次年度

以降も園児数の増加が見込めないことから、利用定員（案）のとおり、20人で確認し、

利用定員を定めたいと考えております。 

 

以上で利用定員の設定についての説明となります。ご審議よろしくお願いします。 

 

【永田議長】 

事務局の説明が終わりました。御意見、御質問等がありましたらお願いします。 

 

【火物委員】 

  幼稚園の施設型給付についてです。前回の会議に出ていた、みなと幼稚園さんとみ
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やじま幼稚園さんに続いてということになると思います。施設型給付が進む中で、市

が認識して欲しい部分があり、職員さんの処遇改善分も金額が加味されていると思い

ます。これらの金額は一回施設に入って、職員さんに給与という形で支給されると思

います。市において、これらの金額が職員給与に反映されているかの、実態把握はさ

れていますか。 

 

【事務局 保育・幼稚園課 尾村係長】 

  職員の給料等の把握につきまして、個別の給料というところは、施設の監査等で把

握していくことになります。また、実績報告により確認することになります。補足に

なりますが、国の方で給付、給料の関係については、公開していきなさいという方針、

指導がありますので、適切な運営がなされていくことを期待しております。 

 

【火物委員】 

  ありがとうございます。調査をしていくということですので、安心しました。商売

柄、幼稚園教諭や保育士と接する機会があります。この制度がちゃんと個人へ反映さ

れている、いくのかということが日頃気になっていたので、質問させてもらいました。 

 

【村松委員】 

  今の話ですが、それぞれの園が求人を出しています。そのところで、初任給などで

必ず書かれているので、それを確認することが良いかと思います。施設型給付を受け

ているものに対しては、処遇改善をしています。報告の際には、職員が全てわかる形

での報告をしています。その報告によって、市も把握することが出来ると思っていま

す。なので、給付された部分については、きっちりと反映されていると思います。そ

のため、今回のような施設型給付に移行したことにより、給与等など今まで以上に透

明性がもたらされたと思っております。各園のホームページ等にもそのような情報が

載っていますので、市民の方も確認出来るような状況になっているということをお伝

えさせていただければと思っております。 

 

【永田議長】 

  他にご意見ありますでしょうか。よろしいですか。それでは次の議事、「乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について」についてです。事務局説明を

お願いします。 

 

【事務局 保育・幼稚園課 尾村係長】 

  資料２をご覧ください。乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度は、

保育所等に通っていない子どもが、家庭にいるだけでは得られない様々な関わりや経

験を通じて成長につなげていくというもので、保護者のために預かるのではなく、子

どもの育ちを応援するための事業と言えます。 

  対象となる児童は、生後６か月から～３歳の誕生日前日までの子どもで、利用可能

な時間数は、子ども一人あたり月 10時間までとなっています。 
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この事業について、現在４施設から事業実施のための認可申請が提出されています。 

市が認可・確認を行うにあたっては、焼津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例第３条により、子ども・子育て会議の意見を聴取することとさ

れているため、皆様に意見をお諮りします。 

 

それでは、申請のあった施設についてご説明します。 

まず、私立幼稚園からの申請です。施設名は「焼津中央幼稚園」。施設詳細につい

ては記載のとおりです。事業類型は「一般型」で利用定員は 5人。対象年齢は２歳児、

利用可能日は火曜日と木曜日。利用時間は午前９時 30分から午前 11時 30分まで。

利用料金は１時間 500円です。 

小規模保育事業所からは３園の申請がありました。 

まず、保育所きぼう東こがわ園、事業類型は余裕活用型、対象年齢は０歳から２歳

児、利用可能日は火曜日と木曜日、利用時間は午前 10時から午前 12時まで。利用料

金は 1時間 300円です。 

次の保育所きぼう焼津こがわ園は系列園で、保育所きぼう東こがわ園と同条件とな

っています。 

次に、Little Walkers焼津中央、事業類型は余裕活用型、対象年齢は０歳から２歳

児、利用可能日は火曜日と木曜日、利用時間は午前９時 30分から午前 11時 30分ま

で。利用料金は 1時間 500円です。 

各項目について補足説明します。 

施設類型というのはその事業所の母体がどのような保育施設の形態であるかとな

っています。 

事業類型というのは、一般型または余裕活用型となっていて、余裕活用型は現在の

施設の定員の空き枠を利用して実施する形態ですが、一般型は現施設の定員とは別に

定員の枠を設けるもので、職員の配置が別途必要になります。 

対象年齢・利用可能日・利用時間・利用料金は、施設が任意に設定することが可能

となっています。 

なお、大井川保育園につきましては、公立施設における事業実施のため認可を受け

るというものではありませんが、参考として添付しております。 

 

以上が乳児等通園支援事業の実施予定事業所となっています。 

ご意見等ありましたら、よろしくお願いします。 

 

【永田議長】 

事務局の説明が終わりました。御意見、御質問等がありましたらお願いします。 

 

【火物委員】 

  国を挙げて行っている事業になるので、今回の５件だけでなく、もっと増えていけ

ば良いなと思う。そのような中で、法人の保育園や幼稚園では、すぐにやるというと

ころが難しいのかなと思う。市立では、大井川保育園のみというのは、市全体のイン
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パクトを考えたときに少ないのかなと思う。今後の拡充の予定や、市の展望や課題は

どういったものになりますか。 

 

【保育・幼稚園課 尾村係長】 

  利用の見込みや実績に基づいて、もっと必要なのかそうでないのかと判断するとい

うのはなかなか難しいところではある。園での定員数も関係している。市としても、

定員数や職員配置等を考えると、現在一時預かりをやっている大井川保育園が良いと

いうことで、こちらでやらせていくことになりました。 

  他の園の保護者からの要求が多く上がってくるようであれば、第２段、第３段とい

うことを考えていかなきゃいけないと思っています。 

 

【火物委員】 

  懸念されるのは、０，１，２歳の乳児のケースにおいて、１人の保育士さんが見れ

る人数が少ない。拡充ということで進んでいったときに、人材確保の面で難しくなっ

ていくのではと思いました。１児あたり、月 10 時間という制限があるので、そこま

で負担にならないのかなとも思ったりもしますが、そうは言っても人材確保するのが

難しいという点が気になっております。この会議に出ることで、自分なりに調べた結

果、令和８年度保育士派遣業務というのもこのような事例の影響なのか、単純に人が

足りないからなのかを教えていただければと思います。 

 

【保育・幼稚園課 青島課長】 

  令和８年度で保育士派遣業務委託というものを計上しています。このような背景と

して、令和７年度中に産休・育休に入る保育士が６名おり、例年以上に増えました。

そのような中で、産休・育休に入った人達の補充という意味で募集をかけました。市

が募集をかけてもなかなか人が集まらないことから、派遣ということで募集をかけた

ということになります。 

 

【火物委員】 

  今回の一時預かり対応のための募集でないことがわかりました。一般的な成り手不

足だけではない人員不足があるのだなと実感しました。産休・育休は当然しっかり取

っていただかないといけないと思います。しっかり取ることで、保育士の子育て体験

という面からも保育能力の向上につながりますし、不足した保育士補充がきちんとな

されているということがわかれば、預けている保護者や同じ職員の安心感にもつなが

ると思います。 

  今回の誰でも通園制度においても、余裕型の施設もあります。保育士不足から余裕

がなければ、受け入れが出来ないことにもなってしまいますので、派遣事業を行うな

ら、そういうところへの拡充も含めてやっていっても良いのかなとも思いました。 

 

【村松委員】 

  今の話ですが、どうして認可保育所がこの制度に手を上げないのかと思われたかも
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しれませんので、状況説明をさせていただければと思います。今市内の保育園は定員

を超過して受け入れている状態です。そのため、職員も定員以上の人数を配置して行

っています。そのような状況の中で、この話が出たときは、保育園としてもやらなく

てはならないという気持ちは重々あります。そして、それは私たちの役目でもあると

思っております。ただ、現実として定員を超えて受け入れをしている状況の中で、余

裕活用型を利用しようとしても、余裕がありません。 

本園の場合は一時預かりで別室を確保しております。そちらを利用すればとも思い

ますが、一時預かりも需要があるため、なかなか調整等が難しい状況です。ただ今後

は誰でも通園の事業に手を挙げることがあるかと思っています。その時はそういった

調整をしないと受け入れられないと思っています。 

こども誰でも通園制度が本格的に始動する中で、令和８年度を迎えると思います。

今までは、試行段階だったので、様子見をしながら、状況を把握していましたが、こ

れからは私たちもいよいよということになって、手を挙げてくれた施設があったこと

には胸をなでおろしています。こどもまんなか社会ですので、そこをこの会議のなか

で議論し、親の幸せは子の幸せになるとは思いますが、それは親目線の内容であって、

子どもの幸せをしっかりと考えた会議にしていかなければならないかなと実感して

おります。 

 

【永田議長】 

  余裕活用型だと受け入れやすいと思いますが、ただ、その背後には園の本音の部分

というか、園の事情もあるのかなと思います。 

 

【今村委員】 

  実際のところ、保育園協会の方は定員超過という状況ですが、私立幼稚園協会の方

は定員割れという状況です。私立幼稚園協会の中でも、この誰でも通園制度はなるべ

く皆さんに参加していただくように勧めていた手前、私の園でもこの制度を始めるよ

うにしました。その他の園についても、この制度に関して様子見をしている状況です

ので、これから手を挙げてくれる園も出てくると思いますので、推測ですが、報告さ

せていただきます。 

 

【永田議長】 

  様子を見ている状況ということですね。ありがとうございます。他にはご意見あり

ますでしょうか。よろしいですか。それでは、次の議事「焼津市立大井川西幼稚園預

かり保育について」です。事務局説明をお願いします。 

 

【保育・幼稚園課 尾村係長】 

次に、議事（３）大井川西幼稚園預かり保育についてご説明いたします。 

資料３をご覧ください。現在、公立幼稚園では 14時 30分以降の預かり保育は実施

しておりませんが、以前より保護者様から預かり保育の要望を受けていたため、大井

川西幼稚園にて令和８年度より試験的に預かり保育を実施する予定であります。 
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一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）とあるのは預かり保育の類型を指し、通常の教育時

間終了後に在園児を対象として預かり保育を実施する事業のことを言います。 

試行運営の内容ですが、実施時間は通常保育の終了後、午後 2 時 30 分から午後 4

時まで、夏休みなどの長期休暇期間は午前 9 時から午後４時までとなっていまして、

預かり保育を利用できるのは、就労などの理由により保育を必要とする新２号認定を

受けた方に限ります。 

利用料金は 1日あたり 450円となっておりますが、新２号認定を受けた方は償還払

いの対象となるため、保護者の実質的な負担は生じません。 

以上、預かり保育の実施についての説明となります。 

ご意見等ありましたらよろしくお願いします。 

 

【永田議長】 

事務局の説明が終わりました。御意見、御質問等がありましたらお願いします。 

 

【村松委員】 

午後４時までというのは、保護者のニーズによるところでしょうか。市として、職

員の勤務時間等を考慮した中で決定した設定になりますでしょうか。 

 

【保育・幼稚園課 青島課長】 

時間の設定については、園の保護者へのアンケートを実施しました。試行というこ

とで、初めてやるケースになります。それで、今までなぜ出来なかったというと、職

員の加配という問題がありました。その中で加配なしの状況でこの事業をやるという

ことで、園の体制や保護者のニーズを鑑みて設定させていただきました。今回は試行

ということになりますので、園の体制や保護者様のニーズを吸い上げた形で、検討し

ていきたいと思っております。 

 

【村松委員】 

  ありがとうございました。加配なしということは、職員の皆様の勤務時間内に行う

ということかと思います。職員の勤務時間は何時から何時になりますか。 

 

【保育・幼稚園課 青島課長】 

８時 30分から 17時 15分までとなります。 

 

【村松委員】 

そうすると、園児は 16時には帰るが、職員は 17時 15分までいるということで、

事務処理時間も確保されているということですね。ありがとうございます。 

 

【永田議長】 

  ありがとうございました。他に何かありますか。 
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【火物委員】 

保育園が現状やっていることを、幼稚園がやろうとしているということかと思いま

した。私自身の子も保育園に入園し、長時間の保育をお願いしていた経緯があります。

保育園の場合だと、遅番専門のスタッフがいたりと体制づくりがされていました。幼

稚園の場合はそうでもないので、４時までというラインなのかなと。ただ、幼稚園に

おいても、加配なしでこのようなことをするのは、大変かと思うのですが、個人的に

は思っています。そうした時に、先ほど話が出た、保育士派遣業務委託の人を配置し

ても良いのかなと思ったりしました。簡単な話ではないかと思いますが、この事業に

おいて、委託の人を加配する可能性はありますでしょうか。また、今回は試行なので、

現状の職員配置の中で対応していくということなのか、どちらでしょうか。 

 

【保育・幼稚園課 青島課長】 

  大井川西幼稚園ということで、全ての職員が幼稚園教諭と保育士の免許を両方もっ

ておりまして、教育と福祉の両方の対応が出来る状態となっております。今年は試行

ということで、園の先生たちに協力をしていただきながら、加配なしで対応していき

たいと思っております。実際に運用していくなかで、どのような問題が発生するのか

ということを検証していきたいと思っております。 

 

【今村委員】 

補足ですけども、私立幼稚園も朝の７時 30分から、夕方の 18時 30分までお子様

を預からせていただいております。後半や遅番の先生を配置して対応しています。皆

さん、保育園の先生は大変だという意見がありますが、私立幼稚園の先生も同じよう

に大変な思いをしているということを理解していただきたいと思い、発言させていた

だきました。 

 

【火物委員】 

もちろん、私立幼稚園の先生も大変だというのは十分理解しております。ぎりぎり

の人数で対応しているということも聞いていますので。そういった状況下で、加配な

しで始めるということが、ちょっと怖いという思いがあります。今公立幼稚園でもぎ

りぎりの人数でやっている中で、試験的にでもあえて現在の人員で対応していくとい

うところに不安がありますので、なにか問題があったら、すぐに対応出来るようにフ

ォローをお願いしたいと思います。 

 

【保育・幼稚園課 青島課長】 

そのあたりの協議は、園の先生ともしております。当日の職員配置が不足するよう

な事態があったりや、延長の人数が多い日は、市役所にも幼稚園教諭がいますので、

応援に入ったりとか、他の園からの応援を考えています。また、年度途中での職員募

集を考えている状況です。 

 

【小林愛奈委員】 
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  ずっと公立幼稚園ＰＴＡにて、一時保育のお願いをしてきました。モデルケースと

いうことで、大井川西幼稚園でスタートしてくれることに対して、すごく感謝してお

ります。 

今回延長時間が、午後４時までということですが、公立幼稚園保護者と話し合いを

行ってきた中で、保育園のような延長保育を求めている人はあまりいないです。３時

までとかという感じで、ほんの少しの延長だけというのを希望しております。そうい

う要望を取り込んでくれて、このような時間になったと思います。より遅い時間まで

の預かりを希望する人は、保育園や私立幼稚園に預けると思います。公立幼稚園に預

ける親としては、子どもと一緒にすごしたい理由で入園させているということを、他

の園のＰＴＡ役員さんと話すとより強く感じました。公立幼稚園に預けている親は、

フルタイムで働いている人はあまりいないので、ちょっと働きたいなという人の預か

り保育をして欲しいというニーズを訴えてきました。 

また、先生の負担増を避けたい。子ども達をしっかり見てもらうことが第一ですし、

先生たちも家庭があって、子育てをしている。負担が増えることで、通常の業務に影

響を与えたくないということで、保護者と先生方の両方が WIN－WIN の関係になれる

ような預かり保育をしてほしいなということで、このような時間を保育・幼稚園課に

お伝えさせていただきました。このような形になり、事務局には感謝しております。 

 

【火物委員】 

これまでの経緯を聞くと、今の制度の成り立ちというものがすごく良くわかりまし

た。今現状預かってもらっている保護者がそのような希望ということであれば、そし

て、先生方の負担を考えた中でのということであれば、今の形がベストなのではとい

う思いになりました。ありがとうございます。 

 

【永田議長】 

  ありがとうございました。それでは次に進めさせていただきます。議事「焼津市こ

ども・若者スマイルプラン（焼津市こども計画）見直しの方針について」です。事務

局説明をお願いします。 

 

【子育て支援課 奥川主任主査】 

子育て支援課の奥川です。焼津市こども・若者スマイルプラン（焼津市こども計画）

見直しの方針について、説明させていただきます。資料の４－１をご覧ください。 

基本方針における子ども・子育て支援の意義に関する事項についてです。子どもや

子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域に

おける多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが重要とされてい

ます。 

そして、次に子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価についてです。 

各年度において、施策の実施状況等について点検・評価し、計画に定めた量の見込

み、確保の内容と対比して、実際の状況に乖離がある場合等は、中間年を目安として

計画の見直しを行うこととされています。 
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次に、地域子育て支援の強化についてです。現状として、急速な共働き・核家族化

の進行により、従来の「家族による支え合い」が困難になり、保護者の精神的・身体

的ストレスが増大しています。加えて、地域コミュニティの希薄化により孤独になり

がちな育児環境となっている現状があります。 

課題としまして、子育て家庭の孤立を防ぎ、地域や社会全体で育児中の親子を支え

るための「孤独・孤立対策」が必要となっています。 

そのような中での、今後の方針について、身近な場所で支援を受けられるよう、地

域の実情、関係機関との連携の体制の確保等に配慮しつつ、適切と考えられる見直し

を行いたいというものになります。 

以下の部分につきましては、保育・幼稚園課尾村より説明させていただきます。 

 

【保育・幼稚園課 尾村係長】 

続きまして、４．こども誰でも通園制度の実施に伴う計画への位置づけについてで

す。資料４－２をご覧ください。 

こども誰でも通園制度の実施に当たりましては、こども計画に沿って実施する必要

があるため、資料中央の表にあるとおり、現在の計画に量の見込と確保の内容を記載

しています。しかし実施に当たっての改正案が示され、従来の手引きになかった、教

育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容を追記

することが示されました。 

これは、こども誰でも通園は満３歳まで児童を対象としていますが、満３歳になっ

た後も、教育・保育体制を継続し、一体的な提供をできるよう、計画上に示すもので

あります。 

そのため、子ども・子育て支援事業計画に必要事項を位置付ける計画の変更が必要

となっていますが、本来計画を変更する必要があるところを、令和８年度においては、

代用計画を策定し実施を開始することが認められているため、代用計画を策定するも

のです。代用計画の策定についても、子ども・子育て会議での意見を伺う必要がある

ため、今回の議事にあげさせていただいた次第になります。 

代用計画の策定後は、今後子ども・子育て支援事業計画の変更を行う際に、代用計

画の内容を反映させていくことになります。 

説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

【永田議長】 

 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問等が

ありましたらお願いします。 

 

【火物委員】 

  こども誰でも通園制度が、現代の核家族化とかにより、孤立しがちな家族への支援

という体制かと思います。これから、このご家庭はこのようなサービスを受けた方が

いいのではということを促していくことはありますでしょうか。 
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【保育・幼稚園課 尾村係長】 

  こども誰でも通園制度というものは、子どものためでもあるが、保護者のためとい

う部分もあると思います。子育て支援センターとかに行っているような親子だと、同

世代の親子と触れ合っているので、誰でも通園制度にスムーズに入っていけると思う。

一方で、そうではない親子についても、国の理想にはなりますが、子育て支援センタ

ーには行けないが、誰でも通園を使って、保育の体験をして欲しいという思いがあり

ます。 

【子育て支援課 山梨課長】 

  子育て支援センターについて、乳幼児の親子に利用していただきたいと思っていま

す。また、子育て支援センターには子育てコンシェルジュという相談員が常駐してお

ります。来ていただいた方の、育児などの相談に乗っています。その相談内容から、

この家庭は支援・サービスが必要だというようなケースがあった場合は、提案する等

の体制を整えております。 

 

【火物委員】 

  始まったばかりなので、今後の量の見込みが大切になってくると思いますので、１

年毎それらの見込みがわかるような体制をとっていただければと思います。また、利

用者にとって、良い制度になればよいかなと思っております。 

 

【永田議長】 

  ありがとうございます。村松委員より、園の運営とは別に、このこども誰でも通園

制度の意義をお話ししていただければと思います。 

 

【村松委員】 

  こども誰でも通園制度というものは、一時預かりとは違い、子どものための制度に

なります。子どもが豊かに育っていくためには、いろんな人とのふれあいが重要にな

ってきます。その中でも特に０、１、２歳児において、保育所等に預けている子は除

くと、家庭での子育てが中心となってきますので、孤立するような状況も生まれてき

ています。そのような中で、子ども達がいろんな人と触れ合う、そのような力をつけ

ていきながら、その先の成長に寄与出来るようにするには、どうしたらよいかという

ことで、子ども達を取り巻くすべての大人が、子ども達の成長発達に力を貸していく

世の中にしていきましょうねというものが子ども家庭庁から出されています。そうい

うことで、家庭で育つ子も違う世代や同年代のいろんな人たちと過ごすことで、世界

や社会を広げていくのが良いのではないかという意味でのこども誰でも通園制度に

なってきます。 

この制度が示されたときに、他県で試行的に実施した自治体では、登録したいとい

う親が 100人ほど行列をなしたということがありました。もしかしたら、そのような

親の中には、預けられるからよかったという感覚をお持ちだったかもしれません。そ

ういう意味では無くて、子どものための制度だよということを、国を挙げて説明をし、

これから実施するということになった経緯かと思います。 
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先行して実施された園の園長とお話しさせていただく機会があるのですが、やって

よかったという声を聞きました。もちろん、誰でも通園を利用している子たちにとっ

ても良かったですし、保育園に入所している子たちにとっても、いろんな子達とふれ

あう機会が増えて、成長を実感出来ているという話を聞いております。 

 

【永田議長】 

  ありがとうございます。まさにそうですね。誰でも通園と一時預かりの違いは、こ

こで、子どものためというところです。じゃあ、誰でも通園だけで良いのかというと、

その後の移行施設があること。これがすごく大事なところで、文科省が考えたものに

なるので、一時預かりの福祉的な考えとは違ったものになります。 

  他にはいかがでしょうか。無いようですので、事務局には、皆様からいただいたご

意見を参考にしていただきますようお願い致します。 

それでは、本日の議事は以上でございます。委員の皆様、会議の進行にご協力をい

ただきましてありがとうございました。 

 

 


